
大 阪 税 関
水際の最前線で日本を守る

・安全・安心な社会の実現
・適正かつ公平な関税等の徴収
・貿易の円滑化

これらの使命を果たすため、出入国旅客や船舶・航空機に
対する取締業務、輸出入貨物・国際郵便物の通関業務などを
行っています。

職 員 数 ：約1,500人
管轄区域：兵庫県を除く近畿地方、北陸3県

関西空港、大阪港を中心に管轄内の官署で勤務します。
2～3年ごとに部署や勤務地の異動があり、財務省本省や
他官庁に出向することもあります。

取締りのイメージが強い官庁ですが通関業務や国際的に活動する部門など、幅広い
業務があり、自分に合ったフィールドを見つけることができます！

業務の幅広さ

自分の手で実際に違法薬物を摘発し、日本の安全に貢献できることにやりがいを感
じています。

一人ひとりが日本を守る

専門業務や語学等の研修制度が充実しており、働きながらスキルアップできる環境
が整っています。

充実した研修制度

【お問い合わせ先】

大阪税関総務部人事課人事第1係
 大阪府大阪市港区築港4-10-3
 ☎ 06-6573-8809

▼採用HPはコチラ

http://www.customs.go.jp/osaka/saiyou/index.html
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